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第１ 基本計画の概要 

 計画の目的と体系 
基本構想に掲げる５つの政策と土地利用の計画的な推進に必要となる諸施

策を体系的に定め、各種事業を推進することにより、本構想に掲げる将来像「学

び豊かな 笑顔あふれる 幸せ未来都市 おけがわ」を実現することを前期５か

年基本計画（以下、本計画）の目的とします。 

また、本計画に掲げる諸施策に基づき策定する関連諸計画や実施する個別事

業などは、本計画と整合性を図ることとします。 

 

 

 計画期間 
基本構想の計画期間となる令和５年度（2023 年度）から令和 14 年度（2032

年度）までの 10 年間を前期、後期各５年間に分け、前期となる令和５年度（2023

年度）から令和９年度（2027 年度）までを本計画の計画期間とします。 

 

図表２：計画期間の概要 

 

 

  

図表１：第六次総合計画の体系 
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第２ 計画推進のために 

 人口ビジョン 

(1)人口推計のシナリオ 
現在、我が国は過去経験のない人口減少と少子高齢化に直面しており、本市

においても、近年、横ばいで推移していた人口は減少局面を迎え、今後、緩や

かに減少していくことが見込まれています。 

このような中、国は人口減少の抑止に向けた長期的な展望として、合計特殊

出生率を令和 12 年（2030 年）に 1.8、そして令和 22 年（2040 年）には、人口

置換水準（人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率）と

なる 2.07 まで回復することにより、令和 42 年（2060 年）には、総人口が１億

人程度となることを見込んでいます。 

これを踏まえ、本計画の施策の展開にあたり、社会動態と自然動態の視点か

ら次の３つのシナリオを設定し、本市の将来人口を推計しました。 

 

図表３：人口推計のシナリオ 

項 目 社会動態 自然動態 

シナリオ１ 

単純推計 

【単純推計】 

・現状の人口変動を踏まえた

推計 

【単純推計】 

・現状の人口変動を踏まえた

推計 

シナリオ２ 

転出抑制 

＋ 

転入促進 

【転出抑制＋転入促進】 

・子育て世帯（夫婦と子ども 1

人）の転出が各地区において

毎年、現在の水準より１世

帯、抑制されると仮定。 

・子育て世帯（夫婦と子ども１

人）が毎年、現在の水準より

坂田地区、日出谷地区（新市

街地）に２世帯、既成市街地

に１世帯多く転入すると仮

定。 

〈地区の内訳〉 

基本構想に基づく生活圏域 

既成市街地、坂田地区、 

日出谷地区、加納地区、 

川田谷地区の５地区 

シナリオ３

転出抑制 

＋ 

転入促進 

＋ 

出生率 2.07 

【合計特殊出生率の上昇 2.07】 

・国が見込む人口減少抑止の

長期的な展望が実現し、令和

12 年（2030 年）に 1.80、令

和 22 年（2040 年）に 2.07 ま

で上昇すると仮定。 
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(2)本市の将来人口推計 
前項（1）に掲げる３つのシナリオ毎の将来人口の推計は次表の通りとなりま

す。 

合計特殊出生率の上昇を加味しないシナリオ１と２では、出生数の低調によ

り長期的に少子化が一層進むこととなります。一方、合計特殊出生率が上昇す

るシナリオ３の令和 42 年（2060 年）時点の推計結果では、令和４年時点の年

少人口を上回り、少子化に歯止めがかかることとなります。 

図表４：将来人口推計 

推計シナリオ 

推計の要素 

シナリオ１ 

単純推計 

シナリオ２ 

転出抑制＋転入促進 

シナリオ３ 
転出抑制＋転入促進

＋出生率 2.07 

現状の人口変動 〇 〇 〇 

施策の展開を 

踏まえた社会動態 
- 〇 〇 

国の展望を 

踏まえた自然動態 
- - 〇 

将
来
人
口
推
計 

令和 14 年 

（2032 年） 
69,863 人 70,179 人 71,397 人 

令和 34 年 

（2052 年） 
57,181 人 58,434 人 65,382 人 

令和 42 年 

（2060 年） 
52,113 人 53,787 人 63,589 人 
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図表５：将来人口推計による人口構成 

令和４年(2022 年）の人口構成 

現在 

シナリオ１：令和 42 年(2060 年) 

単純推計 

  
総人口：74,822 人 

老年人口：22,315 人 29.8％ 

生産年齢人口：44,086 人 58.9％ 

年少人口：8,421 人 11.3％ 

総人口：52,113 人 

老年人口：19,077 人 36.6％ 

生産年齢人口：27,932 人 53.6％ 

年少人口：5,104 人 9.8％ 

 

 

 

シナリオ２：令和 42 年(2060 年) 

転出抑制＋転入促進 

シナリオ３：令和 42 年(2060 年) 

転出抑制＋転入促進＋出生率 2.07 

  

総人口：53,787 人 

老年人口：19,135 人 35.6％ 

生産年齢人口：29,198 人 54.3％ 

年少人口：5,454 人 10.1％ 

総人口：63,589 人 

老年人口：19,135 人 30.1％ 

生産年齢人口：34,217 人 53.8％ 

年少人口人：10,237 人 16.1％ 

※ 年少人口 0 歳～14 歳 生産年齢人口 15 歳～64 歳 老年人口 65 歳以上 

 

  

転出抑制＋転入促進 
転出抑制＋転入促進 

合計特殊出生率上昇 
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(3)人口減少抑止に向けた諸施策の推進 
将来人口の推計は、社会動態と自然動態によって構成され、社会経済情勢な

ど外的な影響を大きく受けます。また、人口減少は、より早期に抑止策に取り

組むほど、中長期的に大きな抑止効果が期待できます。 

このため、国が見込む人口減少の抑止に向けた長期的な展望（シナリオ３）

を踏まえ、本計画に掲げる５つの政策を総合的に展開することにより、若者や

子育て世帯が魅力を感じる生活環境の充実や移住定住の促進など、人口減少の

抑止に向けたまちづくりの推進を図ります。 

 

  図表６：施策の展開による効果のイメージ 
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 ＳＤＧｓの推進 
ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）は、2015 年９月に開催された

国連サミットにおいて加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発目標」

です。 

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標であり、「誰

一人取り残さない」を基本理念に掲げ、持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現を目指すものです。 

ＳＤＧｓは 17 のゴールを掲げており、その実現には、国や自治体、産業界、

住民などが連携・協力して取り組む必要があります。 

この為、基本構想に掲げる将来像「学び豊かな 笑顔あふれる 幸せ未来都市 

おけがわ」の実現にあたり、本計画に掲げる諸施策とＳＤＧｓの 17 のゴールと

の関係を明示し、一体的な推進を図ります。 

図表７：ＳＤＧｓ１７のゴール 

 

あらゆる場所のあらゆる形態の

貧困を終わらせる 
 

各国内および各国間の不平等を

是正する 

 

飢餓を終わらせ、食糧安全保障お

よび栄養改善を実現し、持続可能

な農業を促進する  

包摂的で安全かつ強靭（レジリ

エント）で持続可能な都市およ

び人間居住を実現する 

 

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し、福祉を促

進する  

持続可能な生産消費形態を確保

する 

 

すべての人に包摂的かつ公正な

質の高い教育を確保し生涯学習

の機会を促進する  

気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる 

 

ジェンダー平等を達成し、すべて

の女性および女児の能力強化を

行う  

持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し、持続可能な

形で利用する 

 

すべての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確保

する  

陸域生態系の保護、回復、持続可能
な利用の推進、持続可能な森林の経
営、砂漠化への対処、並びに土地の
劣化の阻止・回復及び生物多様性の
損失を阻止する 

 

すべての人々の、安価かつ信頼

できる持続可能な近代的エネ

ルギーへのアクセスを確保す

る  

持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆ
るレベルにおいて効果的で説明責任
のある包摂的な制度を構築する 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的雇用

と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する  

持続可能な開発のための実施手

段を強化し、グローバル・パート

ナーシップを活性化する 

 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る 
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 みんなが主役になるまち 
一人ひとりの尊厳や人権を尊重し、多様な個性や価値観などを認め合うみん

なが主役のまちづくりを推進するため、次に掲げる事項を基本に諸施策を推進

します。 

(1)協働の推進 
① 協働のまちづくりを推進するため、市民や市民団体、事業者、市などがお

互いの立場や特性をいかす取り組みへの支援や、協働に関わる人々の活動

や交流、情報発信の場の提供など推進体制の充実を図ります。 

(2)地域交流の推進 
① 市民主体の自主的なまちづくりを推進するため、自治会などの地域組織や

市民団体などに対し、必要な情報を提供します。また、地域のまちづくり

の担い手への支援に取り組みます。 

② 地域コミュニティの拠点づくりや地域における交流、市民活動の活性化な

どを図るため、地域の交流の場となる施設の整備や地域コミュニティへの

支援などに取り組みます。 

③ 市民の国籍の多様化などに合わせたまちづくりをするため、外国人との交

流機会の創出や生活に関する支援などに取り組みます。 

(3)男女共同参画の推進 
① 多様な視点が尊重される男女共同参画社会の実現のため、アンコンシャス・

バイアス（性差に関する無意識の思い込み）の解消を図るとともに、経済

分野における女性活躍の推進を図ります。 

② 誰もが生涯を通じて豊かな人生を送るため、女性と男性が互いに支え合う

機運を醸成し、家庭と仕事や地域活動との両立を推進します。 

③ 性を尊重し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するため、性の多様性

への理解を深めるとともに、ＤＶ被害者の救済など支援体制の充実を図り

ます。 

(4)ノーマライゼーションの推進 
① 障害を理由とする差別の解消を図り、すべての市民が等しく生活し活動で

きるまちづくりを推進するため、ノーマライゼーションに対する意識啓発

や、実態に即したユニバーサルデザインによる公共空間の形成を図ります。 
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 計画的な行財政運営 
市税収入の減少や社会保障経費の増加、保有する公共施設等の老朽化対策な

ど、厳しい財政局面を迎える中、時代や社会の変化を的確に捉え、計画的かつ

効率的な行財政運営にあたり、次に掲げる事項を基本に諸施策を推進します。 

(1)質の高い行政サービスの提供 
① 行政手続きの利便性の向上や業務の効率化などを図るため、デジタル・デ

ィバイド（インターネット等の情報通信技術の恩恵を受けられる人と受け

られない人との間に生じる格差）や費用対効果などに留意の上、行政サー

ビスのデジタル化を推進します。 

② 社会環境の変化による新たな行政需要に対応するため、必要な職員の人材

育成や定員管理などに取り組むとともに、適宜、行政組織の見直しを行い

ます。また、効果的・効率的に事務事業を遂行するため、適宜、業務の見直

しを行い計画的に必要な人員を配置します。 

③ 多様化・複雑化する行政需要に適切に対応するため、官民連携手法の導入

を検討し効果が見込める事業については、民間企業や団体などが有する知

見やノウハウなどを行政サービスに取り入れます。 

④ 将来の行政需要を見据えた公共施設等の適切な整備や維持管理を図るため、

計画的に新設や改修などを進め、施設機能の複合化や多機能化、長寿命化

などを検討し、コスト抑制や市有財産の有効活用などに取り組みます。 

⑤ 行政サービスの充実や効率化などを図るため、広域的な課題解決により効

果が見込めるものについては、他の自治体等との共同事業の実施など、広

域連携を推進します。 

(2)持続可能な財政運営 
① 時代や社会の変化に対応できる安定した財政運営を図るため、事業の選択

と集中や、補助金など有利な財源の活用とともに、将来を見据えた基金の

積み立て、借入金の抑制など限りある資源の有効活用に取り組みます。 

② 安定した財源を確保するため、産業の集積や新たな自主財源の確保に取り

組むとともに、納付環境を整備しながら、受益者負担の適正化と収納対策

の充実を図ります。 

(3)情報の発信と共有 
① 市民からの提案や意見などを市政に反映するため、意見等を広く聴く機会

を設けるとともに、市民の困りごとの相談等に対し、問題解決に向け、弁

護士等専門家による相談の場の提供や関係機関との連携などを図ります。 

② 行政の透明性と信頼性を高めるため、情報公開制度の適切な運用を図ると

ともに、情報セキュリティ対策の強化を図り、個人情報を安全かつ適正に

管理します。 

③ 市の魅力を広く発信することにより、市の知名度の向上や諸施策の推進、

交流や関係人口の創出などに繋げるため、広報やホームページ、ＳＮＳな

ど多様な媒体を用いて効果的な情報発信を行います。  
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(4)事業の推進と評価 
① 本計画の効果的、効率的な推進を図るため、本計画の諸施策に基づき策定

する関連諸計画や実施する個別事業については、相互に整合を図りながら、

将来像の実現に向け、まちづくりを推進します。 

② 本計画に掲げるまちづくりを評価するため、市民が思う「住みよさ」と「定

住意向」を基本の成果指標とし、これを高めることを目標とします。また、

５つの政策は、諸施策に対する市民の認識や満足度などにより、政策の進

捗を推し量ることとします。 

図表８：まちづくりの評価の基本指標 

まちづくりの指標 評価 目標 

住みよいまちだと思う市民の割合 
市民意識 

調査の結果 
上昇を目指します 

住み続けたいと思う市民の割合 
市民意識 

調査の結果 
上昇を目指します 

③ 時代や社会の変化に対応した計画とするため、本計画に掲げるまちづくり

の評価や市民ニーズ、社会環境の変化などを踏まえ、前期から後期への改

定を行います。また、本計画の計画期間中にあっても必要に応じ柔軟に見

直しを行います。 

図表９：事業推進のイメージ 
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第３ 分野別の施策 
基本構想に掲げる５つの政策ごとに施策を体系的に整理し、基本構想に掲げ

る将来都市像の実現を目指します。 

図表 10：施策の体系 

 

  

105　文化・芸術の振興・保存・継承

106　人権教育・啓発と平和の推進

204　障害者（児）支援の充実

【教育・文化】
生きる力と

豊かな心を育む
桶川

101　就学前教育の支援・充実

102　学校教育の充実

103　青少年の健全な育成

104　生涯学習・生涯スポーツの充実

205　自立した生活への支援の充実

206　地域福祉の推進

【健康・福祉】
共に支え合い

いきいきと暮らせる
桶川

201　健康づくりの推進・医療の充実

202　子ども・子育て支援の充実

203　高齢者支援の充実

【安心安全・都市基盤】

安心して
暮らし続けられる

桶川

301　防災・減災対策の推進

302　防犯まちづくりの推進

303　交通安全対策の推進

402　資源循環型社会の構築

403　快適で衛生的な地域環境の創出

304　治水対策の推進

305　良好な都市環境の形成

306　道路の整備・管理

学
び
豊
か
な
　
笑
顔
あ
ふ
れ
る
　
幸
せ
未
来
都
市
　
お
け
が
わ

503　商業の振興

504　観光の振興

505　就労支援と勤労者福祉の充実

404　みどり空間の創出

405　憩いの自然空間の保全と活用

【産業・経済】
にぎわいと

活力ある　桶川

501　農業の振興

502　工業の振興

307　安全な消費生活の確保

308　生活に身近な拠点の充実

【環境・みどり】
環境にやさしく

みどりと調和した
桶川

401　地球温暖化対策の推進

将来像 政策 施策 関連するSDGsのゴール
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※ 施策の見方 

 
 

 
 

 政策名と施策の通し番号、施

策名を掲げています。 

 各施策と関連する主なＳＤ

Ｇｓの目標を掲げています。 

 〈施策の現状〉では、施策を

取り巻く社会環境や市のこ

れまでの主な取組等につい

て、まとめています。 

 〈施策の方針〉では、〈施策

の現状〉から浮き彫りとなる

課題などを踏まえ、施策の推

進に向けた方針をまとめて

います。 

 〈施策の展開〉では、〈施策

の方針〉を踏まえ、どのよう

な方向性で施策を展開して

いくかまとめています。 

 〈関連諸計画〉では、施策に

関連する計画を掲げていま

す。 
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 政策（教育・文化に関する分野） 
政策（教育・文化に関する分野） 

生きる力と豊かな心を育む桶川 
 

子ども達の創造性を育む教育や誰もが生涯にわたる学びを通じ、

地域の自然や文化に触れ、個性や価値観を認め合いながら、生きが

いのある豊かな人生を育むことができるまちづくりを進めます。 

  政策の進捗を推し量る指標 
 

①生涯学習の機会・内容に満足している市民の割合 

②小中学校の教育に満足している市民の割合 

③桶川市のことが好きだと思う子どもの割合 

④桶川市に住み続けたいと思う子どもの割合 

⑤文化・芸術活動に満足している市民の割合 

⑥生きがいのある豊かな人生を育むことができるまちだと思う市民の割合 

政策の進捗を推し量る指標として、市民意識調査等によって得られる各政策分野に

対する市民の認識や満足度、その他、各種統計データを活用します。また、諸施策

を推進することによりこれらの指標の上昇（指標により減少）を目指します。 

 

   施策体系図 
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政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 
 

＜施策の現状＞ 

 女性の社会進出を背景として、夫婦共働きの家庭が増加しています。

また、社会環境の変化に伴い、家庭や地域における子どもの生活環

境も多様化しています。 

 社会経済情勢を背景とした非正規雇用の増加や世帯年収の減少、子

ども一人あたりの年間教育費の増加などによって、各家庭の家計に

占める教育費の負担も増加しています。 

 幼児期と児童期の円滑な接続を図り、子どもの発達や学びの連続性

を保障するため、平成 29 年（2017 年）４月に幼稚園教育要領、保

育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改訂さ

れるとともに、小学校の学習指導要領も改訂され、幼児教育に関す

る整合性が図られています。 

 令和５年（2023年）４月には、子ども政策の新たな推進体制として、

子どもの安全で安心な生活環境の整備に関する政策を総合的に所

管する国の省庁として、こども家庭庁が創設されました。 

 本市では、令和２年（2020 年）３月に、子ども・子育て支援法に基

づく「第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ど

もの最善の利益の確保に向け、各種事業に取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 すべての子どもが安心して幼児教育を受けられる環境づくりを進

めます。 

 質の高い教育・保育サービスが提供できるよう各機関と連携し、す

べての子どもが安心して小学校に入学できる環境づくりを進めま

す。  

施策１０１ 就学前教育の支援・充実 



P15 

＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月） 

・第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月） 

 

  〈共働き世帯の推移（全国）〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）（年平均）」） 

  

1011 家庭の教育力の向上 

・家庭における教育力の向上のため、研修会などを通じ、保護者へ

の情報提供や啓発に取り組みます。 

1013 幼・保・小の連携の促進 

・幼児教育・保育施設、小学校の指導関係者等を中心とした研究協

議会などにより、幼・保・小の連携を図ります。 

1012 幼児教育の場の確保 

・幼児教育・保育施設等と連携し、将来の利用需要を踏まえた利用

定員の確保に取り組みます。 

安心して幼児

教育を受けら

れる環境づく

り 

安心して小学

校に入学でき

る環境づくり 
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政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 人口減少や少子高齢化の進展、価値観の多様化などに伴い、学校や

家庭をはじめ地域を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 不確実性の高い時代を生き抜くため、児童生徒には「自ら学び、考

え、判断し、行動する能力」を身に着けることが求められています。 

 家庭や地域の協力を得ながら、学校における教育活動の推進と教育

力の向上に取り組んでいます。 

 平成 29 年（2017 年）４月に公示された特別支援学校学習指導要領

等に基づき、特別な教育的支援を必要とする児童生徒をはじめ、一

人ひとりの実態に合わせた適切な教育的支援を行う体制を整備す

る必要があります。 

 食育は、健全な心と身体、豊かな人間性を育む基礎となることから、

地場農産物を学校給食の献立に活用するなど、健康教育の充実を図

っています。 

 学校施設の老朽化や子どもたちの多様なニーズに対応するため、屋

上や外壁など主要構造部の改修、ＩＣＴ環境の整備、体育館の空調

整備などに取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 確かな学力、豊かな人間性、健康と体力からなる知・徳・体をバラ

ンスよく育てる児童生徒の「生きる力」の育成を図ります。 

 新しい時代の学びを実現する柔軟で創造的な学習空間の充実と安

心・安全・快適な教育環境の整備を進めます。 

 学校と家庭、地域が連携し、様々な主体と協働しながら、子どもを

社会全体で育てる環境づくりを進め、学校教育の更なる充実を目指

します。 

 健康教育を推進し、心身の健康の保持、増進を図るとともに、地域

への愛着など豊かな人間性を育む教育環境づくりを進めます。 

施策１０２ 学校教育の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市健康づくり推進計画・食育計画「健康えがお桶川プラン」 

（平成 26 年３月） 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月） 

・桶川市学校施設老朽化対策基本計画（平成 28 年７月） 

  

1021 知・徳・体の教育の推進 

・自ら学び自ら考える力を育成するため、知・徳・体の調和のとれ

た教育の充実を図ります。 

1026 連携による学校教育の推進 

・学校の教育力向上を図るため、学校と家庭、地域との連携を図る

とともに、児童相談所や警察、民生委員、企業など多様な主体と

連携し、教育体制の充実を図ります。 

1025 学校施設の環境整備 

・安心・安全・快適に学習できる教育環境を確保しつつ、新しい時

代の学びを実現するため、老朽化対策や教育環境の整備を推進し

ます。 

教育環境の充

実 

教育の連携 

1024 新しい時代の学びに対応する教育の推進 

・ＩＣＴを活用した主体的・対話的で深い学びや、児童生徒の情報

活用能力の向上や英語教育の充実などに取り組みます。 

1022 食育の推進 

・地産地消を通じ、食に関する正しい知識と食習慣を身に付け、地

域への愛着や豊かな人間性を育む食育に取り組みます。 

1023 教育支援の充実 

・特別な教育的配慮が必要な児童生徒など、一人ひとりの状況に応

じた適切な教育的支援を行う体制の充実を図ります。 
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政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 近年の少子化や核家族化の進展に伴う生活様式の多様化により、地

域コミュニティが希薄化し、青少年が集う場所や機会が減少してお

り、安心して交流できる居場所づくりが求められています。 

 子どもの交流促進や貧困対策として、家庭やスーパーで余剰となっ

た食品を集め、地域の福祉団体等に寄付するフードドライブや子ど

も食堂の開設など、新たな取り組みが行われています。 

 青少年がかかわる犯罪は、いじめやインターネットによる人権侵害

など複雑化・多様化しており、誰もが被害者、あるいは加害者にな

る可能性があります。 

 青少年の健全な育成に向け、社会環境の変化に柔軟に対応しながら、

親子のふれあいの機会や地域の行事、ボランティア活動など、地域

交流を通じた取り組みを支援しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 青少年を取り巻く社会環境の変化に柔軟に対応しながら、関係機関

や青少年を育成する活動団体との連携や支援を通じ、青少年の社会

力・生きる力を伸ばしていきます。 

 青少年が社会から取り残されず、健やかに成長し、自立、活躍でき

るよう、家庭や学校だけでなく地域全体で支える環境づくりを進め

ます。 

  

施策１０３ 青少年の健全な育成 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月） 

  

1031 生きる力を育む活動の推進 

・青少年が生きる力を育めるよう、社会参加や自然を体験できる場

や機会の充実、情報交換や情報提供の場づくりに取り組みます。 

1032 青少年育成活動の推進 

・青少年育成活動における団体や指導者の成長を支援するととも

に、活動内容などニーズの把握に努めます。 

青少年の自立

に向けた支援 

1033 居場所づくりの充実 

・子どもの交流促進や貧困対策として、地域で取り組む子どもの居

場所づくりに向けた活動を支援します。 

1034 インターネット被害の防止 

・青少年が、インターネットトラブルの被害者や加害者とならない

よう、インターネットやＳＮＳなどのデジタル技術を安全に賢く

活用する知識やルールなどの啓発に取り組みます。 

青少年の見守

り支援 

1035 非行防止の推進 

・家庭や地域、学校、関係機関などと連携し、青少年の非行防止を

図ります。 



P20 

 

政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 人生 100 年時代を迎え、ライフスタイルや価値観が多様化する中、

人生をより豊かにする生涯学習や生涯スポーツの充実が一層求め

られています。 

 生涯学習や生涯スポーツの充実に向け、高校や大学、企業などと連

携し、各種事業や講座などを開催し、多様化・高度化する学習ニー

ズに対応しています。 

 多様な学びの場となる社会教育施設は、地域の歴史や文化、主体的

な学びの拠点として重要な役割を担っています。また、多様な学習

機会の拡充に向け、生涯学習団体への支援や育成などに取り組んで

います。 

 生涯スポーツの推進に向け、体育施設や学校体育施設を適切に維持

管理し、地域におけるスポーツ活動の活性化を図るとともに、スポ

ーツの普及や競技力の向上を目指し、学校と地域との連携や関係団

体への支援・育成などに取り組んでいます。 

 小学校に放課後子供教室を設置し、児童の安心・安全な居場所をつ

くるとともに、学校と地域が連携し、学習や体験・交流活動を展開

しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 社会教育施設における多様な学習機会の提供や、高校や大学、企業

などと連携しながら、子どもから高齢者まで多くの市民が自発的、

意欲的に学び、活躍できる生涯学習・生涯スポーツを推進します。 

 地域における生涯学習や生涯スポーツの活性化に向け、人材の育成

や活動団体に対し自発的、意欲的な活動が継続できるよう必要な支

援を行います。 

 地域の参画を得ながら、児童が放課後を安心、安全に過ごし、気づ

きにつながる多様な学習体験や交流ができる居場所づくりを推進

します。  

施策１０４ 生涯学習・生涯スポーツの充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月）  

1041 多様な学習機会の提供 

・人生を豊かにする多様な学びの場を提供するとともに、その成果

を共有し、学習活動をいかす場づくりを推進します。 

・地域間や世代間の交流を促し、学びや活動を通じた情報発信や多

世代交流の充実を図ります。 

・公民館、図書館、歴史民俗資料館では、施設間の連携を図るとと

もに高校や大学、企業などと連携しながら、市民が自発的、意欲

的に学べる環境の形成を図ります。 

1044 人材の育成と活用 

・生涯学習や生涯スポーツの推進に向け、地域で活躍できる人材の

育成など必要な支援を行います。 

 

1042 地域のスポーツ活動の推進 

・地域でスポーツ・レクリエーションを楽しむことができるよう、

地域での行事や総合型地域スポーツクラブに関する情報発信や活

動への支援、スポーツを通じた学校と地域との連携などに取り組

みます。 

活動の機会や

場の充実 

自発的・意欲

的な活動への

支援 

1046 放課後の居場所づくり 

・学習体験や交流の場である放課後子供教室の運営にあたり、地域

人材の確保やニーズに即した事業内容の充実を図るとともに、放

課後児童クラブなどとの連携などに取り組みます。 

子どもの居場

所づくり 

1045 活動団体への支援 

・生涯学習や生涯スポーツの推進に向け、市内で活動する団体との

連携を深めながら、活動の維持や活性化を図るための支援を行い

ます。 

1043 生涯学習・生涯スポーツ施設の環境整備 

・生涯学習や生涯スポーツのための施設について、利用ニーズに応

じた適正な維持管理と機能の充実を図ります。 
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政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 人生 100 年時代を迎え、ライフスタイルや価値観が多様化する中、

多様な文化や芸術に触れる機会や活動は、人生を豊かにし、創造性

を育みます。 

 文化財の保存や民俗芸能の伝承など地域資源に対する関心が高ま

る中、社会環境の変化や世代間の意識の隔たりなどから、かつて身

近にあった生活文化や伝承技能などが失われつつあります。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、文化・芸術に関する

イベントの開催が困難となり、親しむ機会の減少に加え、中断によ

り生じる活動経験の不足など伝承の危機が浮き彫りとなりました。

その一方、デジタル化が進展し、デジタルコンテンツの活用が進ん

でいます。 

 市民ホールやべに花ふるさと館などでは、文化・芸術に関する情報

発信や交流、活動などに関する機能の充実を図っています。 

 

＜施策の方針＞ 

 地域固有の貴重な文化財や民俗芸能などについて、調査や記録、収

蔵などを実施し、次世代に伝えるために必要な保存と活用を図りま

す。 

 市民の文化・芸術に関する活動を支援するとともに、市民が文化や

芸術に触れる機会の充実を図ります。 

  〈市指定文化財件数〉 

 
 

施策１０５ 文化・芸術の振興・保存・継承 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月） 

・市指定文化財旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物保存活用計画 

（平成 29 年８月） 
  

1053 文化・芸術活動の促進 

・市民の文化・芸術活動の活性化を図るため、関係団体と連携を図

りながら活動を支援します。 

・市民が文化・芸術に関心を抱き、その活動に参加しやすい環境づ

くりを進めます。 

・市民の文化・芸術の活動拠点となる各施設において、施設の設置

目的に応じた効果的な運営に取り組みます。 

1051 文化財の保存と継承 

・地域固有の貴重な文化財や伝統などを保存、継承するため、各種

調査や文化財の指定、各種助成などに取り組みます。 

・文化財や民俗芸能などを後世に伝えるため、必要な調査や記録、

収蔵などを行いながら、地域振興に取り組みます。 

文化・芸術の

活動支援 

文化・芸術の

保存と活用 

1052 個性的な地域文化の活用 

・中山道桶川宿やべに花など本市の地域資源をいかし、地域交流や

市民参加型の事業を促進します。 
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政策 生きる力と豊かな心を育む 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 インターネット上の人権侵害、部落差別、いじめや児童虐待、感染

症や障害等を理由とする偏見や差別、性的マイノリティやＤＶ、外

国人に対するヘイトスピーチなど、様々な人権問題が依然として存

在しています。 

 国は、平成 12 年（2000 年）12 月に「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」を施行後、平成 14 年（2002 年）３月に「人権教育・

啓発に関する基本計画」を策定、その後、平成 23 年（2011 年）３

月の改正を経て、人権教育と人権啓発に関する施策を推進していま

す。 

 県は、令和４年（2022 年）３月に「埼玉県人権施策推進方針」及び

「埼玉県人権教育実施方針」を改定し、人権施策と人権教育を推進

しています。 

 令和４年（2022 年）７月には、「埼玉県部落差別の解消の推進に関

する条例」及び「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」を

施行しています。 

 本市は、平成 24 年（2012 年）５月に「桶川市人権教育基本方針」

を改定し、様々な場や機会を通じ、積極的に人権教育を推進してい

ます。また、平成 30 年（2018 年）３月には「桶川市同和対策基本

方針」を改定し、同和対策事業を推進しています。 

 本市は、戦争を知らない世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える

ため、昭和 60 年（1985 年）１月に恒久平和を祈念し、平和都市宣

言を行うとともに、「平和を考える 10 日間事業」を実施しています。 

 令和２年（2020 年）８月には、桶川飛行学校平和祈念館を開館し、

平和を尊重する社会の実現に向けて、情報発信をしています。 

 

＜施策の方針＞ 

 基本的人権を互いに尊重し、あらゆる差別を無くすとともに、平和

で明るい社会を築くため、正しい知識を学び、自ら考え行動するこ

とができるよう継続的な人権教育の推進と平和が尊重される社会

づくりを進めます。  

施策１０６ 人権教育・啓発と平和の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市人権教育基本方針（平成 24 年５月） 

・桶川市教育大綱（平成 27 年５月） 

・市指定文化財旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物保存活用計画 

（平成 29 年８月） 

・桶川市同和対策基本方針（平成 30 年３月） 

1061 人権教育の推進 

・人権教育の推進を図るため、教職員や市職員の資質の向上を図り、

学校における人権教育の推進に取り組みます。 

1064 平和意識の啓発 

・平和意識の啓発を図るため、桶川飛行学校平和祈念館における事

業や広報活動、啓発事業などを継続し、平和に関する学習機会の

充実に取り組みます。 

1062 人権啓発の推進 

・人権尊重理念の普及を図るため、講演会・研修会の開催や広報紙

などによる情報発信に取り組みます。 

人権意識の醸

成 

平和意識の醸

成 

1063 生活相談の充実 

・インターネットやＳＮＳなどによるトラブルなど、生活を取り巻

く各種相談への対応の充実を図ります。 
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 政策（健康・福祉に関する分野） 
政策（健康・福祉に関する分野） 

共に支え合いいきいきと暮らせる桶川 
 

市民の健康づくりに対する支援や、保健・医療・介護体制の充実、

子育て支援、障害者の自立支援などの充実を図り、住み慣れた地域

で共に支え合い、健康で幸せな生活を続けることができるまちづく

りを進めます。 

  政策の進捗を推し量る指標  

①思いやりある温かいまちだと思う市民の割合 

②住み慣れた地域で共に支え合うことができるまちだと思う市民の割合 

③健康で幸せな生活を続けることができるまちだと思う市民の割合 

④子どもを生み育てやすいまちだと思う市民の割合 

⑤高齢者が安心して住み続けられるまちだと思う市民の割合 

⑥障害者が安心して住み続けられるまちだと思う市民の割合 

政策の進捗を推し量る指標として、市民意識調査等によって得られる各政策分野に

対する市民の認識や満足度、その他、各種統計データを活用します。また、諸施策

を推進することによりこれらの指標の上昇（指標により減少）を目指します。 

   施策体系図 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 国民の平均寿命は、男女とも世界最高水準にある一方、心疾患や脳

血管疾患をはじめとする生活習慣病は増加しています。 

 本市では、桶川市健康づくり市民会議と協働し、ウォーキングや料

理教室、防煙健康教室、健康づくりサポーター養成など、各種健康

づくり事業に取り組んでいます。 

 平成 26 年（2014 年）３月には、市民の更なる健康長寿の延伸を目指

し、桶川市健康づくり推進計画・食育計画「健康えがお桶川プラン」

を策定しています。 

 平成 26 年度（2014 年度）には、桶川市健康長寿推進プロジェクトを

立ち上げ、オケちゃん健康体操の普及や健康レシピの公開、公園へ

の健康遊具の設置など、様々な健康づくりに取り組んでいます。 

 平成 31 年（2019 年）３月には、市民一人ひとりが、自殺に対する関

心と理解を深め、共に支えながら暮らすことができるよう「桶川市

自殺対策計画」を策定し、自殺対策に総合的に取り組んでいます。 

 適切な救急医療の受診や救急医療機関の負担軽減に向け、市ホーム

ページや広報誌などで、救急医療の相談や受診案内を行っています。 

 スマートフォンなどの普及により、様々なアプリを活用した「健康

状態の見える化」が進んでおり、有効活用が期待されています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、医療体制がひっ迫し

たことで社会的な危機感が広がり、日常的な防疫及び公衆衛生の重

要性が再認識されました。 

 国民健康保険制度については、平成 30 年度（2018 年度）から県が安

定的な財政運営や事業運営の確保等の中心的な役割を担うようにな

りましたが、保険加入者の高齢化や医療の高度化などにより、医療

費が増加傾向にあります。 

 後期高齢者医療制度の被保険者は、平成 20 年度（2008 年度）の制度

開始から倍増しており、国は、「全世代対応型の社会保障制度」の構

築を目的に、後期高齢者の２割負担の導入など、増え続ける医療費

の公的負担について見直しを行っています。 

＜施策の方針＞ 

 生涯にわたり健康で笑顔あふれる生活を送れるよう、市民の健康づ

くりのための支援を推進します。 

 安定した医療保険制度により、身近な地域で誰もが安心して医療を

受けられる環境づくりを進めます。  

施策２０１ 健康づくりの推進・医療の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市健康づくり推進計画・食育計画「健康えがお桶川プラン」 

（平成 26 年３月） 

・桶川市新型インフルエンザ等対策実行計画（平成 26 年 12 月） 

・桶川市国民健康保険第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）・第３

期特定健康診査等実施計画（平成 30 年３月） 

・桶川市自殺対策計画（平成 31 年３月）  

2011 地域保健活動の推進 

・市民一人ひとりの生涯を通じた健康づくりに向け、予防意識の啓

発や特定健康診査、各種がん検診の受診率の向上をはじめ、各種

健康相談への対応など保健活動の充実を図ります。 

・子どもの健康や発達、栄養、育児などに関する相談や育児情報の

提供などを推進し、保護者の育児不安の解消などに向け、子育て

支援を図ります。 

2014 保険制度の適正な運営 

・国民健康保険制度の都道府県単位化に伴う事業運営の見直しを進

め、医療・保険制度の安定化・適正化を図ります。 

・国民健康保険については、医療費の適正化に向け、特定健康診査

の受診と健診結果に応じた特定保健指導などに取り組むととも

に、生活習慣病の重症化予防事業を推進します。 

・後期高齢者医療については、埼玉県後期高齢者医療広域連合と連

携し、医療費の適正化のため、健康診査を実施するとともにフレ

イル予防のための事業を推進します。 

2013 地域医療体制等の充実 

・身近な地域の医療機関で受診ができるよう、かかりつけ医の普及

定着を図るとともに、一次保健医療圏、二次保健医療圏の救急医

療体制の充実を図ります。 

・小児救急について、医師会及び関係自治体などと広域的な連携を

推進し、初期から第三次までの救急医療体制の充実を図ります。 

・関係機関と連携し、献血に対する普及啓発を図ります。 

保健活動の充

実 

安心できる医

療体制の構築 

2012 感染症対策の充実 

・新型コロナウイルスや新型インフルエンザなど新たな感染症予防

対策の強化、充実を図ります。 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 
 女性の就業率上昇による共働き家庭の増加や就業形態の多様化な

どに伴い、保育に対するニーズは多様化しています。また、子育て
に対する不安や悩みを抱える保護者が増加しており、孤立などから
児童虐待へ発展するケースも増加しています。加えて、生活困窮に
よる子どもの貧困やヤングケアラーなど新たな社会問題も顕在化
しています。 

 国は、令和５年（2023 年）４月に「こども基本法」と「こども家庭
庁設置法」を施行し、「日本国憲法」及び「児童の権利に関する条
約」の精神にのっとり、子ども施策を総合的に推進しています。ま
た、令和４年（2022 年）６月に「児童福祉法」の一部を改正し、子
育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援を推進しています。 

 本市では、令和２年（2020 年）３月に、子どもがのびのびと個性豊
かに育ち、育てられるまちを基本理念とする「第二期桶川市子ども・
子育て支援事業計画」を策定し、子どもの最善の利益の確保に向け
様々な事業に取り組んでいます。 

 平成 29 年（2017 年）４月に、子育て世代包括支援センター「オケ
ちゃる」を設置し、妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援に
取り組んでいます。 

 平成 30 年（2018 年）４月から、こども医療費、ひとり親家庭等医
療費の対象年齢を 18歳まで拡充するとともに、令和４年（2022 年）
10 月からは埼玉県内全域で現物給付（窓口払い廃止）を実施するな
ど、子育て世代の負担軽減に取り組んでいます。 

 良質な療育環境を確保するため、児童発達支援センターいずみの学
園の移転を進めるとともに、すべての子どもが地域の中で共に成長
できる社会の実現を目指し、子ども発達相談支援センターと子育て
支援センターの連携強化を図っています。 

 要保護児童対策地域協議会を定期的に開催し、関係機関との連携を
図るとともに、令和２年（2020 年）４月からは子ども家庭総合支援
拠点を設置し、児童虐待の早期発見と早期対応に取り組んでいます。 

 
＜施策の方針＞ 

 関係機関との連携により、就労の有無に関わらず、すべての保護者
が安心して子育てできる環境づくりを進めます。 

 境遇の差によることなく、すべての子どもがのびのびと個性豊かに
育つ環境づくりを進めます。  

施策２０２ 子ども・子育て支援の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月） 

・桶川市次世代育成支援/女性活躍特定事業主行動計画（後期行動計画） 

（令和３年４月） 

  〈児童相談所における虐待相談対応件数の推移（埼玉県）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：埼玉県ＨＰ「児童虐待通告・対応状況について」） 

2021 安心して産み育てられる環境の充実 

・子育て世代包括支援センターを中心に関係機関と連携し、妊娠か

ら出産、子育てまで切れ目のない支援を行うことで、子どもを安

心して産み育てられる環境の整備に取り組みます。 

・子育て支援の環境を維持するため、施設の老朽化対策やニーズに

即した改善等を図ります。 

2023 子どもの権利を守る環境の充実 

・障害の有無や家庭環境の違いなどに関わらず、すべての子どもが

健やかに育つことのできる教育・保育環境の充実を図ります。 

・児童虐待の早期発見と早期対応など必要な対策に取り組みます。 

・ひとり親家庭などの自立支援について、支援制度を周知するとと

もに支援に向けた取り組みの推進を図ります。 

2022 働きながら子育てできる環境の充実 

・変化する保育ニーズに対応した特色ある保育サービスの展開を図

るとともに、市全体の保育の質の維持・向上を図ります。 

・放課後児童クラブについては、放課後子供教室との連携や一体的

な運営を目指します。 

安心して子育

てできる環境

づくり 

すべての子ど

もが健やかに

成長できる環

境づくり 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 全国的に高齢化が進展し、独居高齢者の増加に伴う孤立死・孤独死

の増加や消費者被害などが社会問題となっています。また、団塊の

世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）以降は、医療や介護の

需要が、さらに増加することが見込まれています。 

 国では、高齢者の尊厳の保持と自立した生活の支援を目的として、

可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進していま

す。 

 学業、就業、定年といったライフステージの多様化や、人生 100 年

時代の到来を背景とした定年延長や再就職など、高齢者の働く機会

が増加しています。 

 本市の高齢化率は、平成 25 年（2013 年）の 23.9％から令和４年

（2022 年）には 29.8％となり、5.9 ポイント増加しています。今後

も高齢化の傾向は続くことから、介護の担い手不足や医療や介護な

ど社会保障経費の増加が見込まれます。 

 本市では、令和３年（2021 年）３月に「第九次桶川市高齢者福祉計

画」及び「第八次桶川市介護保険事業計画」を策定し、各種在宅福

祉サービスや地域支援事業、介護保険サービスの充実、介護施設の

基盤整備を進めています。また、日常の生活圏域毎に設置された４

つの地域包括支援センターでは、介護や健康、福祉、虐待防止、権

利擁護など高齢者の暮らしに関わるあらゆる相談や問題に対応し

ています。 

 

＜施策の方針＞ 

 高齢者が意欲や能力に応じ、積極的に社会参加し、住み慣れた地域

でいきいきと生活できる環境づくりを進めます。 

 安定した介護保険制度により、介護サービスの質と量の向上を図る

とともに、いつまでも安心して暮らし続けられる環境づくりを進め

ます。 

  

施策２０３ 高齢者支援の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・第九次桶川市高齢者福祉計画及び第八次桶川市介護保険事業計画 

（令和３年３月） 

  〈高齢者数と高齢化率の見通し（単純推計）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2031 生きがい活動の推進 

・ニーズに応じた生きがい活動や多世代交流事業など高齢者の社会

参加の機会の拡充を図ります。 

・シルバー人材センターの就労活動や老人クラブ活動への支援、地

域ふれあい活動への助成などにより、関係団体と連携を図りなが

ら、高齢者の交流の場の提供を図ります。 

2033 地域包括ケアの推進 

・医療、介護・予防に加え、保険外サービスや住まいの確保も含め

た生活支援を包括的・継続的に提供する地域包括ケアの深化、推

進を図ります。 

 

2032 介護サービスの充実 

・介護サービスの基盤の充実を図るとともに、高齢者のニーズにあ

った健康増進の基盤整備や、地域で行われる自主的な介護予防活

動などの支援を図ります。 

・すべての高齢者が必要なサービスを適切に利用できるよう、要介

護認定やケアマネジメント、介護報酬請求などの介護給付に関す

る適正化に取り組みます。 

いきいきと活

動できる環境

づくり 

介護保険制度

の効果的な運

用 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 「障害者総合支援法」が施行された平成 25 年（2013 年）４月以降、

地域生活への移行を希望する障害者や、就労支援事業所から一般就

労に移行する障害者が増加傾向にあります。また、障害福祉サービ

スを利用する高齢障害者も増加しています。 

 障害児の支援については、令和３年（2021 年）９月に施行された

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」により、

教育・保育・児童福祉分野にわたり医療的ケア児の心身の状況等に

応じた適切な支援に取り組んでいます。 

 学校教育においては、インクルーシブ教育やユニバーサルデザイン

教育等が導入されており、「共生の概念」や「心のバリアフリー」な

どに対する理解が広がりつつあります。 

 本市では、令和３年（2021 年）３月に「第５次桶川市障害者計画・

第６期桶川市障害福祉計画・第２期桶川市障害児福祉計画」を策定

し、障害の有無に関わらず希望する人が地域生活を継続できる体制

づくりに取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 障害者（児）が、自立に向けた支援やサービスを身近な地域で受け

ながら、意欲や能力に応じて社会参加できる環境づくりを進めます。 

 障害の種別や程度に合った医療を安心して受けられる環境づくり

を進めます。 

  〈障害者手帳保持状況（各年４月１日現在）〉 

  

施策２０４ 障害者（児）支援の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・第５次桶川市障害者計画・第６期桶川市障害福祉計画・第２期桶川市障害

児福祉計画（令和３年３月） 

  

2041 生活支援の充実 

・障害者（児）が地域で安心して生活できるよう、ニーズに即した

福祉サービスの充実を図ります。 

・障害者（児）の地域での生活を支援するため、障害者（児）やそ

の家族などが必要に応じ、適切な相談を受けられ、必要な情報が

得られる体制の充実を図ります。 

2044 医療体制の充実 

・自立支援医療に関する制度の周知や手続きに関する相談体制の充

実を図るとともに、難病の方や心身障害者（児）に対しての医療

の充実を図ります。 

2042 活躍の場づくりの促進 

・ハローワークや障害者就労・生活支援センター、企業などと連携

し、ニーズに応じた就労支援の充実に努めます。 

安心して社会

参加できる環

境づくり 

安心して医療

を受けられる

環境づくり 

2043 福祉と教育の連携 

・福祉と教育の連携による児童の発達段階に応じた発達障害児の早

期発見と、切れ目のない支援体制の充実を図ります。 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 平成 27 年（2015 年）４月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、

経済的に困窮し最低限度の生活を維持できなくなる恐れがある方

への包括的な支援制度が創設されました。 

 本市においても、同制度に基づき、生活困窮者の早期発見や相談支

援に取り組んでいます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化や社会情勢の変化

に伴い、社会資源の開発や人との関わりをいかした施策を講じるこ

とが求められています。 

 本市の生活保護の受給世帯は、近年、微増傾向にあり、様々な課題

を抱え生活に困窮する世帯に対し、状況に応じた包括的な支援が求

められています。 

 生活保護受給者及び生活困窮者の自立に向け、就労支援員等による

支援など、本人の適性に応じた就労支援に取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 誰もが経済的に自立した生活を送ることができるよう、生活保護制

度の適正な運用を図るとともに、関係機関と連携を図りながら就労

支援などに取り組みます。 

 

  〈生活保護受給者数の推移（延人員）〉 

  

施策２０５ 自立した生活への支援の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市地域福祉計画（令和４年３月） 

  

2052 自立に向けた支援 

・生活保護制度の適正な運用を図りながら、就労支援プログラムな

どを活用し、生活保護受給者や生活困窮者の自立に向けた支援に

取り組みます。 

生活を支える

環境づくり 

2051 早期発見と支援 

・地域の関係機関との連携などにより、生活困窮者の早期発見に努

め、生活再建に向けた支援に取り組みます。 

・地域の関係機関と連携し、生活に困窮する方の支援に取り組みま

す。 
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政策 共に支え合いいきいきと暮らせる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 少子高齢化や核家族化の進展により、家庭の絆や地域社会とのつな

がりが希薄化し、生活不安や孤立化、心身の不安などに起因するひ

きこもりや自殺、児童への虐待、孤立死などが社会問題となってい

ます。 

 本市では、令和４年（2022 年）３月に地域福祉推進の基本的指針と

なる「桶川市地域福祉計画」を改訂し、地域社会との関係が希薄化

する中、市民の誰もが地域社会に参加できる環境の整備に取り組ん

でいます。 

 子どもから高齢者まで、障害の有無に関わらず、誰もが地域でいき

いきと自立した生活が送れるよう、桶川市社会福祉協議会や民生委

員・児童委員など多様な主体と連携し地域福祉の推進に取り組んで

います。 

 令和４年（2022 年）９月に地域福祉の推進や地域課題の解決を図る

活動拠点として、桶川市地域福祉活動センターをリニューアルし

様々な事業に取り組んでいます。 

 高齢化の進展など社会情勢の変化により、支援を必要とする人が増

加する一方、民生委員の高齢化など担い手不足なども顕在化してお

り、持続可能な地域の見守り体制づくりが求められています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民や地域、行政などが互いに連携・協力し、地域の意欲と力をい

かしながら、誰もが住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らす

ことができる地域福祉の推進を図ります。 

  

施策２０６ 地域福祉の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市地域福祉計画（令和４年３月） 

 

  

2061 地域支援体制の充実 

・地域におけるつながりや支え合いを発展させるため、市民や地域

組織、福祉活動団体などによる支援体制の充実に取り組みます。 

・地域福祉活動センターを、地域福祉の拠点として必要な機能の充

実を図るとともに、地域における活動を支援します。 

2062 相談と情報提供体制の充実 

・地域福祉の推進に必要な基盤として、相談窓口と福祉サービスの

情報提供体制の整備・充実を図ります。 

2063 地区社協活動等の充実 

・桶川市社会福祉協議会と連携した地区社協活動や地域ふれあい事

業、自治会等と連携強化を図りながら取り組む高齢者のサロン活

動や交流など、ニーズに応じた活動を支援します。 

地域で支え合

う体制づくり 

地域活動への

支援 



P40 
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 政策（安心安全・都市基盤に関する分野） 
政策（安心安全・都市基盤に関する分野） 

安心して暮らし続けられる桶川 
 

防災力・防犯力の向上や交通安全対策の充実により、市民一人ひとりの生命

と財産を守るとともに、生活機能が集積する拠点と交通ネットワークの形成に

より、生活の利便性を高め、心穏やかに暮らし続けることができるまちづくり

を進めます。 

  政策の進捗を推し量る指標  

①安心して、心穏やかに暮らし続けることができるまちだと思う市民の割合 

②地震や台風などの自然災害に強いまちだと思う市民の割合 

③刑法犯認知件数 

④交通事故発生件数 

⑤道路や公園等の都市基盤が整備され快適に生活できると思う市民の割合 

⑥日常の買い物や通勤・通学など生活の利便性が高いまちだと思う市民の割合 

⑦犯罪の心配が少なく安心して生活することができるまちだと思う市民の割合 

政策の進捗を推し量る指標として、市民意識調査等によって得られる各政策分野に

対する市民の認識や満足度、その他、各種統計データを活用します。また、諸施策を

推進することによりこれらの指標の上昇（指標により減少）を目指します。 

 
   施策体系図 
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政策 安心して暮らし続けられる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 東日本大震災をはじめ、昨今の激甚化・頻発化する大規模自然災害

により、災害に対する社会的な関心が高くなっています。 

 国は、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策をまちづくり

政策や産業政策も含め、総合的な取り組みとして計画的に推進する

ため、平成 25 年（2013 年）12 月に「国土強靱化基本法」を制定し、

「国土強靱化基本計画」を閣議決定しました。その後、埼玉県にお

いても「埼玉県地域強靱化計画」を策定しています。 

 本市では、令和４年（2022 年）３月に「桶川市国土強靱化地域計画」

を策定し、大規模自然災害が発生した際に、被害を最小化し、その

被害を迅速に回復することができる強靱性を備えたまちづくりを

総合的に推進しています。 

 平成 21 年（2009 年）３月に「桶川市建築物耐震改修促進計画」を

策定して以降、建築物の耐震化に取り組んでおり、令和３年（2021

年）３月時点の市内の建築物の耐震化率は、住宅が 92％、多数の人

が利用する市有建築物が 100％、民間建築物が 96％となっています。 

 令和５年（2023 年）３月には、本市の総合的な防災対策の指針とな

る「桶川市地域防災計画」を改訂し、市民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、総合的な防災対策に取り組んでいます。 

 本市の常備消防は埼玉県央広域消防本部が災害・救急救助等の消防

業務を担い、非常備消防は桶川市消防団が市内で発生する火災等の

消防活動等の中核を担っています。常備消防、非常備消防及び行政

が一体となり、地域防災体制の構築に取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 大規模災害が発生した際に、被害を最小化し、その被害を迅速に回

復することができる強靱性を備えたまちづくりの推進を図ります。 

 市民が防災や減災に関する正しい知識を身に付け、市民、地域、行

政が自助、共助、公助のそれぞれの役割を踏まえ、相互に連携・協

力する防災体制づくりに取り組みます。 

  

施策３０１ 防災・減災対策の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市災害廃棄物処理計画（平成 31 年１月） 

・改定桶川市建築物耐震改修促進計画（令和３年３月） 

・国民保護に関する桶川市計画（令和３年８月） 

・桶川市国土強靭化地域計画（令和４年３月） 

・桶川市地域防災計画（令和５年３月） 

  

3015 防災設備・物資の充実 

・避難所や防災行政無線などの設備の充実、資機材や防災物資の備

蓄など、防災機能の強化を図ります。 

3013 地域防災力の向上 

・自主防災組織の組織化と活動を支援し、地域が一体となった防災

体制と災害時の初動体制を構築し、地域防災力の向上を図ります。 

防災・減災意

識の醸成 

災害対応力の

向上 

3014 消防力の強化 

・埼玉県央広域消防本部による消防機能の高度化及び強化ととも

に、桶川市消防団による消防力の充実・強化を図ります。 

災害に強い 

まちづくり 

3011 防災・減災に対する意識啓発 

・市民、事業者等が自助・共助・公助の考え方を理解し、主体的に

災害に備え、自発的に行動できるよう、防災訓練やハザードマッ

プの更新など、防災・減災に対する意識啓発に取り組みます。 

3016 災害に強い建物づくりの推進 

・大規模建築物等について耐震化を推進するとともに、木造２階建

以下の旧耐震住宅の耐震診断や耐震改修などを支援します。 

3012 防災体制の強化 

・災害時の対応力を高めるため、防災関連計画の点検・見直しや、

実践的な訓練、企業、自治体等との災害時支援協定の締結など、

総合的な防災体制の強化を図ります。 

・武力攻撃などの緊急事態に備え、市民の避難や救援などの措置を

講じるための体制づくりを進めます。 
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政策 安心して暮らし続けられる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 わが国の刑法犯認知件数は、平成 14 年（2002 年）の 285 万 4,061

件をピークとして減少を続け、令和３年（2021 年）には 56 万 8,104

件と戦後最少を更新しています。 

 インターネットやＳＮＳを介した犯罪や、高齢者を狙った特殊詐欺

など、犯罪の手口が巧妙化しており、多種多様な犯罪が発生してい

ます。 

 市内の刑法犯認知件数は、平成 28 年（2016 年）の 614 件から令和

３年（2021 年）には 395 件となり減少傾向にありますが、市内では

ひったくりや痴漢、声かけ事案なども依然として発生しています。

このため、通勤・通学で利用する市道を中心に街灯（防犯灯）の設

置など犯罪抑止に努めています。 

 平成 18 年（2006 年）３月に制定した「桶川市防犯のまちづくり推

進条例」に基づき、同年５月には市、上尾警察署、市内外の事業者

からなる「桶川市防犯のまちづくりに関する協定」を締結し、官民

連携による防犯活動を推進しています。 

 地域における防犯意識の高まりを受け、地域防犯推進委員を中心と

した自主防犯組織が、青色回転灯装備車などによる防犯パトロール

や下校時の見守り活動などを実施しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民や団体、事業者、市などが相互に連携・協力し、防犯活動や防

犯対策を通じ、犯罪の発生しにくい安心で安全な地域社会の実現を

目指します。 

   

施策３０２ 防犯まちづくりの推進 



P45 

＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〈刑法犯認知件数推移〉 

 

（出典：埼玉県警察「犯罪統計」） 

3021 防犯に対する意識啓発 

・犯罪から身を守る防犯に関する知識の普及や防犯意識の啓発に取

り組みます。 

3023 防犯対策の推進 

・市民や学校、事業者、行政などの連携による地域が一体となった

防犯対策を推進します。 

3022 自主的防犯活動の促進 

・防犯パトロールや啓発活動を行う自主防犯団体などの活動を支援

し、活動の促進を図ります。 

防犯意識の 

醸成 

地域の防犯力

の向上 

3024 防犯環境の整備 

・犯罪抑止に向け、道路照明灯や防犯灯の設置及び適切な維持管理

を行うなど防犯環境の整備を図ります。 

犯罪抑止に向

けた環境整備 
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政策 安心して暮らし続けられる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 交通ルールを遵守せずに発生した交通事故や、高齢者や子どもが被

害者及び加害者となる交通事故が発生しており、特に自転車事故や

高齢者による事故が多い傾向にあります。また、あおり運転などの

増加を受け、運転マナーや交通安全に対する社会的関心が高まり、

令和２年（2020 年）６月に「道路交通法」が改正され、妨害運転罪

が創設されました。 

 超高齢社会の進展により、高齢ドライバーによる事故が社会問題と

なり、令和４年（2020 年）５月に「道路交通法」が改正され、これ

までの認知機能検査と高齢者講習の内容が変わり、新たに運転技能

検査制度が導入されています。 

 県内の交通事故件数は、平成 22 年の 39,581 件を境に減少に転じ、

令和３年（2021 年）には 16,707 件となり、市内における交通事故

件数も減少しています。その一方、全国における県内の交通事故件

数は依然上位となっています。 

 全国的に、「ゾーン 30」の導入による通学路の交通安全対策が進ん

でおり、本市でも歩行者にやさしい道路環境の観点から、学校周辺

を中心に歩道の整備を行っています。 

 放置自転車については、昭和 61 年（1986 年）４月の「桶川市自転

車放置防止条例」の制定以降は、放置防止の啓発の推進や駅前を中

心とした自転車の撤去により年々減少しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民への交通安全に対する周知、啓発を図るとともに、交通安全施

設の維持管理と整備を行い、安全に移動できる道路環境の整備を進

めます。 

  

施策３０３ 交通安全対策の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〈交通事故発生件数〉 

 

（出典：埼玉県警察「交通事故統計資料」） 

  

3031 交通安全に対する意識啓発 

・市民、学校、関係団体及び行政が連携・協力し、地域が一体とな

って交通安全意識や交通マナーの向上に関する周知・啓発活動に

取り組みます。 

3032 交通安全施設の整備 

・歩道やガードレール、道路照明灯など、交通安全施設の適切な維

持管理と整備に取り組み、安心して安全に移動できる歩行空間の

形成を図ります。 

交通安全意識

の醸成 

安心して移動

できる歩行空

間の形成 
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政策 安心して暮らし続けられる桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 本市の東には元荒川、西には荒川が流れ、貴重な緑の空間が広がっ

ています。また、市内には中小河川の源流があります。 

 近年、頻発する局地的大雨や大型台風の上陸などにより、各地で深

刻な浸水被害等が発生しています。先に発生した「令和元年東日本

台風（台風第 19 号）」では、市内でも浸水被害等が発生しました。 

 浸水被害の軽減を図るため、国は令和２年度（2020 年度）に市町村

が緊急かつ集中的に浚渫事業に取り組み、危険個所を解消できるよ

う緊急浚渫推進事業制度を創設しました。本市では、この制度を利

用し、石川川の浚渫工事や、高野戸川や江川流域水路、舎人調整池、

東部都市下水路などの浚渫に取り組んでいます。 

 江川の上流域では、治水対策として、河川管理者の県による調節池

の整備が進められています。 

 石川川の下流域では、民間のメガソーラー事業に伴い、一部改修事

業が実施されています。 

 雨水の流出による住宅地等への浸水被害を軽減するため、一定規模

の開発において、雨水の流出抑制を指導しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 保水機能の保全と河川や水路などの総合的な治水機能の向上を図

り、水害が起こりにくい安心して暮らせる都市の形成を図ります。 

 

  

施策３０４ 治水対策の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3041 河川・水路の改修と維持管理 

・治水効果を発揮できるよう国や県など関係機関と連携し河川や水

路などの整備や改修を進めるとともに、適切な維持管理を行いま

す。 

3042 雨水流出の抑制 

・開発行為に伴う雨水流出抑制施設の設置や流出抑制の指導などを

行い、雨水の流出による住宅地などへの浸水被害の軽減を図りま

す。 

治水機能の向

上 

浸水被害の抑

止 
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政策 安心して暮らし続けられる桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 国は、人口減少と少子高齢化の進展に伴う都市構造の変化を見据え、

地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を

確保し、コンパクトなまちづくりを進めるコンパクト・プラス・ネ

ットワークのまちづくりを推奨しています。 

 本市では、人口減少・少子高齢化による都市構造の変化を見据え、

コンパクトなまちづくりを進めるとともに、良好な居住環境の形成

に向け、土地区画整理事業などの都市基盤整備に取り組んできまし

た。 

 本市の地域特性を踏まえた調和のとれた土地利用の誘導を図るた

め、開発許可制度の適切な運用や地区計画制度の活用、無秩序な開

発を抑止するためのパトロールなどに取り組んでいます。 

 公園については、土地区画整理事業の施行にあわせ、計画的に整備

を進めています。また、過去に整備された公園などの一部では施設

の老朽化が進んでおり、安全で良好な利用環境を保持するため、定

期的に遊具の点検などを実施し、適切な維持管理や利用者のニーズ

を踏まえた改修を行っています。 

 上水道については桶川北本水道企業団が整備し、適切な維持管理の

もと安定した供給を行っています。一方、公共下水道については、

令和３年（2021 年）３月に、長期的かつ安定的な下水道事業経営を

実現するため「桶川市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。

また、令和５年（2023 年）３月には、下水道施設を計画的・効率的

に管理するため「桶川市ストックマネジメント全体計画」を策定し

ました。 

 

＜施策の方針＞ 

 住みよい居住環境の形成を図るとともに、社会環境の変化や本市の

地域特性などを踏まえた計画的な土地利用の誘導と規制により、良

好な都市環境の形成を図ります。 

  

施策３０５ 良好な都市環境の形成 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市都市計画マスタープラン（平成 25 年３月） 

・桶川市公共下水道事業経営戦略（令和３年３月） 

・桶川市ストックマネジメント全体計画（令和５年３月）  

3051 調和のとれた土地利用の推進 

・本市の地域特性や公共事業の進捗状況、民間開発の動向や市民ニ

ーズなどを踏まえ、調和のとれた土地利用の誘導を図ります。 

・圏央道のインターチェンジ周辺では、無秩序な土地利用を抑制す

るため、パトロールなど乱開発抑止に向けた活動を行います。 

・桶川加納ＩＣ北西の加納北部に広がる農住調和地区では、周辺の

田園環境と調和のとれたゆとりある生活空間の形成を図ります。 

計画的な都市

環境の形成 

3052 良好な住宅地の形成 

・開発許可制度の適切な運用や地区計画制度などを活用し、良好な

住宅地の形成を図ります。 

3055 公園等の整備と維持管理 

・公園等の整備を計画的に進めるとともに、既に整備された施設に

ついては、利用者のニーズを踏まえた改修や適切な維持管理を行

います。 

3056 上水道の安定供給 

・桶川北本水道企業団と連携しながら、水の安定供給と、市民や事

業者の節水意識の向上に向けた啓発に取り組みます。 

上下水道の整

備等 3057 公共下水道の整備と適切な施設管理 

・未普及地区の整備を推進するとともに、下水道施設の計画的な長

寿命化や更新工事を進め、持続可能な下水道事業運営を図りま

す。 

3053 市街地の変化への対応 

・人口減少による都市の縮小や中心市街地の空洞化によって生じる

空き家や空き地、空き店舗の対策に取り組みます。 

3054 まち並みの保全と形成 

・中山道宿場町のまち並みや住宅地の緑あふれる景観など、地域の

意向を踏まえた良好な景観の保全と形成に取り組みます。 
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政策 安心して暮らし続けられる桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 本市の都市計画道路は、国道４路線、県道７路線、市道 29 路線で

構成されています。主な幹線道路体系は、国道 17 号（東側大通り

線）、上尾道路、中山道（仲仙道線）、西側大通り線などが南北軸を、

県道川越栗橋線（滝の宮線・加納線）が東西軸を形成しています。 

 本市の北部を東西に横断する圏央道が開通し、市内には２つのイン

ターチェンジ（桶川北本ＩＣ、桶川加納ＩＣ）が整備されました。

圏央道の埼玉県内区間は全線開通しており、県外の未開通区間につ

いても令和８年度（2026 年度）までに全線供用開始される予定とな

っています。 

 本市の西部を南北に縦断する上尾道路は、平成 28 年（2016 年）４

月にⅠ期区間（さいたま市西区宮前町～桶川市川田谷、延長11.0km）

が全線開通しました。Ⅱ期区間（北本市石戸宿～鴻巣市箕田、延長

9.1km）は、平成 27 年度（2015 年度）より、国が用地買収に着手し、

令和元年度には鴻巣市箕田地先において工事に着手しています。 

 道路や橋梁は日常生活や経済活動を支える最も身近なインフラで

あり、市民生活の基盤となるため、引き続き安全に利用できるよう、

計画的な維持管理に取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 計画的に都市計画道路や生活道路の整備を進め、交通利便性が高く

安心して移動できる道路環境の形成を図ります。 

 道路や橋梁の計画的な維持管理・更新に取り組み、安全な道路環境

の形成を図ります。 

 

 

  

施策３０６ 道路の整備・管理 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市橋梁長寿命化修繕計画（令和５年３月）  

3061 広域幹線道路の整備 

・新大宮上尾道路（高速埼玉中央道路）や第二産業道路（倉田五丁

台線）については、地域との連携や関係機関への働きかけなど、

早期の事業化に向けた取り組みを推進します。 
幹線道路の充

実 

3063 歩道等の整備 

・歩行者の安全や災害時の避難路を確保するため、交通需要に応じ

歩道や自転車歩行者道などの設置、交差点の改良、安全施設など

の整備・改善を推進します。 

3064 生活道路等の整備 

・歩行者に対し危険性が高く、緊急車両の進入が困難な地区の生活

道路の拡幅や整備を推進します。 

・市道における狭あい道路の改善に取り組むとともに、私道につい

ても、狭あい道路の改善や整備を支援します。 

安心安全な道

路環境の整備 

道路・橋梁の

維持管理 

3065 道路・橋梁の計画的な管理 

・中長期的な計画に基づき、道路や橋梁の適正な維持管理を推進し

ます。 

3062 地域幹線道路の整備 

・道路の管理区分に応じ適宜、国や県との連携を図りながら、周辺

道路の整備状況や交通需要などを踏まえ計画的な地域幹線道路の

整備を進めます。 
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政策 安心して暮らし続けられる 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 国は、平成 21 年（2009 年）９月に消費者庁を設置し、平成 27 年

（2015 年）３月には「地方消費者行政強化作戦」を打ち出し、どこ

に住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保

される地域体制を全国的に整備することを目指しています。 

 情報化社会の進展に伴いインターネット上での消費者トラブルが

増加しており、サイバーセキュリティ対策を講じても、巧妙化する

犯罪行為に対応しきれない状況にあります。 

 本市では、平成 22 年（2010 年）10 月に消費生活センターを設置し、

相談体制を充実しながら市民からの相談に対応しています。近年は、

インターネットやスマホなどの普及に伴う経済活動の広域化、商

品・サービスの取引形態の多様化などにより、消費者トラブルは複

雑化・高度化しています。 

 令和４年（2022 年）の「民法」改正により、成年年齢が 20 歳から

18 歳に引き下げられました。これに伴い親権者等の同意を得ずに

締結した契約を取り消せる未成年者取消権の対象から 18 歳、19 歳

の若者が外れることとなり、契約行為に不慣れな若者に対する消費

者意識の啓発の重要性が高まっています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民が消費トラブルを回避し、安心して自立した消費活動を行える

環境づくりを進めます。 

 市民が消費生活で感じる不安を解消できるよう、相談しやすい体制

づくりを進めます。 

  

施策３０７ 安全な消費生活の確保 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〈消費生活相談の件数推移〉 

 
 

3071 消費者の意識啓発等 

・市民が消費生活に必要な知識を身に付け、適切な判断ができるよ

う、必要な情報の提供や正しい知識の普及啓発を図ります。 

・消費者団体の活動を支援し、連携を図りながら、自立した消費者

育成のための啓発活動に取り組みます。 

3072 消費生活相談の充実 

・インターネットや SNS 等の普及に伴う、経済活動の広域化や商取

引の多様化などにより、複雑化・高度化する消費者被害に適切に

対応するため、消費生活センターの周知や相談体制の充実を図り

ます。 

消費者教育の

推進 

相談環境の整

備 



P56 

 

政策 安心して暮らし続けられる桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 近年、ドライバー不足や高齢者等の交通弱者の増加等を背景に、Ａ

Ｉやデジタル技術を駆使した自動運転、ＭａａＳなど、新たな移動

サービスへの関心が高まっています。 

 国は、人口減少と少子高齢化の進展に伴う都市構造の変化を見据え、

地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を

確保し、コンパクトなまちづくりを進めるコンパクト・プラス・ネ

ットワークやウォーカブル（居心地がよく歩きたくなる）なまちづ

くりを推奨しています。 

 本市は、平成 23 年（2011 年）４月に策定した第五次総合振興計画

（平成 23 年度から令和２年度まで）において、集約型都市構造の

形成を掲げ、中学校区域程度を目安とした５つの生活圏域毎に地区

の特性に応じた拠点を配置し、この拠点に生活関連機能を集約する

歩いて暮らせるまちづくりを推進しています。 

 本市では、交通空白地域の解消を目的に、平成 13 年（2011 年）よ

り市内循環バス「べにばなＧＯ」の運行を開始しています。その後、

令和２年（2020 年）に策定した「桶川市市内循環バス再編計画」に

基づき、同年７月より運賃や運行ルートを変更して試験運行を行っ

ています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市域における５つの生活圏域において、地区の特性に応じて配置し

た各拠点機能の充実を図るとともに、各拠点を公共交通ネットワー

ク等でつなぐ集約型都市構造の形成を図ります。 

  

施策３０８ 生活に身近な拠点の形成 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市公共施設配置基本計画（平成 27 年３月） 

・桶川市市内循環バス再編計画（令和２年３月）  

3082 地域生活拠点の充実 

・市域東西の坂田地区と日出谷地区における地域生活拠点では、商

業・業務サービス施設の立地誘導など、生活利便機能の充実を図

ります。 

都市拠点の形

成と充実 

集約型都市構

造の形成 

3083 コミュニティ拠点の充実 

・加納地区（加納公民館）と川田谷地区（生涯学習センター・農業

センター）におけるコミュニティ拠点では、地域の交流や生涯学

習、伝統文化の継承などを通じ、地域コミュニティの醸成を図り

ます。 

・日出谷地区の分庁舎跡地等におけるコミュニティ拠点では、地域

の交流や生涯学習、子育て支援機能の導入など、地域のニーズに

即した施設づくりを進めます。 

3084 公共交通ネットワーク等の充実 

・都市拠点、地域生活拠点、コミュニティ拠点を結ぶ公共交通ネッ

トワーク等の充実を図ります。 

・公共交通の充実に向けた民間乗合バス事業者との協議や市内循環

バス「べにばなＧＯ」の充実など、移動ニーズに即した公共交通

の充実を図ります。 

3081 魅力ある中心市街地の形成 

・都市拠点となる桶川駅の周辺では、周辺環境との調和を図りなが

ら商業・業務サービス施設の立地誘導のほか、文化芸術・生涯学

習・交流など多様な機能の集積により、にぎわいと活気のある中

心市街地の形成を図ります。 

・ターミナル機能の向上を図るため、東口駅前広場や駅東口通り線

の整備を推進するとともに、ことぶき広場（旧桶川南小学校跡地）

では、社会環境や市民のニーズなどに即した利活用を図ります。 

・西口駅前広場は、適切な維持管理を行うとともに交通事情に応じ

た改善を図ります。 
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 政策（環境・みどりに関する分野） 
政策（環境・みどりに関する分野） 

環境にやさしくみどりと調和した桶川 
 

再生可能エネルギーの導入、ごみの減量化や再資源化、河川や雑

木林、公園などのみどりや水辺の保全と活用を図り、人と自然にや

さしく、みどり豊かで快適なまちづくりを進めます。 

  政策の進捗を推し量る指標 
 

①普段の生活の中で、地球温暖化対策に取り組んでいる市民の割合 

②ごみ排出量 

③資源化率 

④騒音や振動のない静けさに満足している市民の割合 

⑤人と自然にやさしく、みどり豊かで快適なまちだと思う市民の割合 

政策の進捗を推し量る指標として、市民意識調査等によって得られる各政策分野に

対する市民の認識や満足度、その他、各種統計データを活用します。また、諸施策を

推進することによりこれらの指標の上昇（指標により減少）を目指します。 

 

   施策体系図 
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政策 環境にやさしくみどりと調和した 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 地球規模で環境問題が深刻化しています。特に地球温暖化について

は、海水面の上昇や異常気象、伝染病の拡大、農産物への被害など

次世代まで及ぶ影響が懸念されています。 

 平成 27 年（2015 年）に国連で採択された「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」では、「13 気候変動に具体的な対策を」が目標のひとつと

なり、市民や事業者、市などがそれぞれ互いに連携・協力しながら、

目標の達成に向け、自主的かつ積極的に行動することが求められて

います。 

 令和３年（2021 年）10 月に開催された国連気候変動枠組条約第 26

回締約国会議(COP26)では、地球の気温上昇を 1.5℃以内に収める

べく世界の各国で努力することが合意されました。 

 国は、地球温暖化を食い止めるため、令和 32 年（2050 年）までに

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラ

ルを目指すことを令和２年（2020 年）10 月に表明し、「脱炭素」に

向け、令和３年（2021 年）５月に「地球温暖化対策推進法」を改正

しています。 

 本市では、令和３年（2021 年）10 月に桶川市ゼロカーボンシティ

宣言を表明し、令和 32 年（2050 年）までに二酸化炭素の排出量を

実質ゼロにするため、主体的に取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 地球温暖化の防止に向け、市民や団体、事業者、市などが相互に連

携・協力し、市全体で温室効果ガスの削減に向けた取り組みを推進

していきます。  

施策４０１ 地球温暖化対策の推進 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市環境基本計画（平成 24 年４月） 

・第４次桶川市環境にやさしい庁内率先実行計画（令和３年４月） 

  

4013 環境に配慮した公共施設と行政活動 

・公共施設の新築や改修などの際には、再エネ機器や省エネ機器の

導入など環境負荷の低減を図ります。 

・行政活動において、ごみの減量化やリサイクル、グリーン調達や

エコカーの導入など様々な環境に配慮した取り組みを進めます。 

4014 省エネ機器等の普及 

・環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促すため、省

エネ機器等の普及に向けた支援を行います。 

 

4011 環境意識の向上 

・市民や団体、事業者、市などが相互に連携・協力し、地球温暖化

対策に関する活動や啓発に取り組み、環境意識の向上を図ります。 
環境意識の醸

成 
4012 環境に関する学習機会の提供 

・小・中学生を対象とした環境に関する学習機会の提供や社会人向

けの講座の開催などを通じ、環境意識の向上を図ります。 

環境負荷の低

減 
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政策 環境にやさしくみどりと調和した 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 平成 27 年（2015 年）に国連で採択された「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」では、「12 つくる責任 つかう責任」が目標のひとつとな

り、持続可能な消費形態の形成に向け、行動することが求められて

います。また、近年、マイクロプラスチック（環境中に存在する微

小なプラスチック粒子）による環境被害も報告されています。 

 国は、令和元年（2019 年）10 月に食品ロスの削減を総合的に推進

していくことを目的として「食品ロス削減推進法」を施行し、令和

４年（2022 年）４月にはプラスチックの資源循環の取り組みを促進

することを目的として「プラスチック資源循環促進法」を施行して

います。 

 県では、令和３年（2021 年）に食品ロスの削減やプラスチック資源

の循環的利用、廃棄物処理の持つエネルギーの有効活用の推進に重

点的に取り組むため、「第９次埼玉県廃棄物処理基本計画（埼玉県

食品ロス削減推進計画）」を策定し、循環型社会の形成に向けた施

策を総合的かつ計画的に推進しています。 

 本市における令和２年度（2020 年度）のごみ排出量は 20,119t、市

民１人１日あたりのごみ排出量は 733g となっており、県内の市町

村では２番目に少なくなっています。一方、ごみの資源化率は

31.9％となっており、県内の市町村で８番目に高くなっています。 

 本市の環境センターにある焼却処理施設は、稼働から 40 年が経過

し老朽化したことから、平成 31 年（2019 年）３月末をもって稼働

を停止しています。現在は近隣の自治体や民間処理事業者に可燃ご

み処理を委託しています。 

 本市のごみ処理については、社会環境の変化に合わせた効率的な運

営や、さらなる資源循環の促進に向け、広域化を基本に新たな施設

の整備を進めています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民や団体、事業者、市などが相互に連携・協力し、廃棄物の減量

化と再資源化を図ることで、環境負荷の少ない資源循環型社会の構

築を目指します。  

施策４０２ 資源循環型社会の構築 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)（平成 31 年１月） 

・桶川市分別収集計画（第十期）（令和４年６月） 

 

  〈市民１人１日当たりのごみ排出量の推移〉 

 

（出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」） 

4021 ごみ排出量の抑制 

・市民や団体、事業者、市などが相互に連携・協力しながら、各々

の役割を明確にし、ごみの分別や再資源化など、ごみの排出量抑

制に取り組みます。 

4023 ごみ処理施設の整備 

・新たなごみ処理施設の整備に取り組み、安定したごみ処理体制の

構築を図ります。 

・再資源化を推進するため、環境センターの適切な維持管理に努め

ます。 

ごみの減量化 

4022 再資源化の推進 

・再資源化の必要性や具体的な取り組みなど、資源循環型社会の実

現に向けた情報提供や啓発活動を実施しながら、ごみの再資源化

を推進します。 

安定したごみ

処理体制の構

築 
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政策 環境にやさしくみどりと調和した 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 世界の急速な工業化に伴い、ＰＭ２.５や光化学スモッグなど、大

気汚染に対する問題が顕在化しています。また、令和２年（2020年）

からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、定期的な換気

や消毒の徹底など、衛生に関する意識が向上しています。 

 わが国でも自動車の排気ガス規制、ディーゼル車の排気ガスに含ま

れる浮遊粒子状物質の規制が強化され、大気の環境改善が進んでい

ます。また、ハイブリッド車や電気自動車などへの関心が高まり、

購入補助など、導入促進策も実施されています。 

 本市では、水質、大気、騒音、振動等の公害の状況を把握するため

の環境調査をはじめ、不法投棄の防止や河川の水質保全・改善に向

けた公共下水道の整備や更新、合併処理浄化槽の設置などを推進し

ています。 

 犬や猫などペットの飼育におけるモラルの徹底や、飼い犬の登録、

予防注射の接種率の向上など、適正な飼育に関する取り組みを進め

ています。 

 

＜施策の方針＞ 

 市民や事業者などに対し、衛生的な生活環境の形成に向けた周知や

意識啓発を図るとともに、状況を把握するための環境調査などを実

施し、快適で衛生的な地域環境の保全を図ります。 

  

施策４０３ 快適で衛生的な地域環境の創出 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市生活排水処理基本計画（平成 23 年３月） 

・桶川市環境基本計画（平成 24 年３月） 

  

4033 生活排水施設等の整備 

・良好な水環境の確保に向け、公共下水道の整備及び更新、合併処

理浄化槽の設置及び適正な維持管理を推進します。 

 

4032 生活環境の維持に向けた監視等 

・騒音や振動、大気汚染などの環境調査を継続的に実施し、工場等

における公害の監視や検査、指導を行います。 

・不法投棄やポイ捨てについては、継続的に様々な手段を講じ、発

生の防止に努めます。 

4031 生活環境の充実に向けた周知啓発 

・良好な生活環境の充実を図るため、生活環境の維持・保全に関す

る規制の内容等を周知し、意識啓発を図ります。 

衛生的な地域

環境の形成 

衛生的な生活

環境の形成 
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政策 環境にやさしくみどりと調和した 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 県では、緑の保全と創出に向け「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条

例」を制定し、一定規模以上の開発行為等について、その敷地や壁

面などへの緑化を義務付けています。 

 本市では、「桶川市開発行為等に関する指導要綱」を定め、一定規

模以上の開発行為について、公園の確保や緑化を指導しています。 

 公園や緑地などは、みどりを身近に感じ、憩いや安らぎをあたえる

場であるとともに、遊びや運動などのレクリエーションやコミュニ

ティ活動のほか、延焼防止や避難場所としての活用など、多面的な

機能や効果が期待できます。 

 本市では、道路における植樹帯の草刈り、花植えなどの維持管理を

協働で行う「桶川市ハート＆ハンド道路サポート制度」を導入して

います。また、公園や広場などの緑化に関する活動を支援する補助

制度を創設し、地域の緑化に対する活動を支援しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 緑の保全と創出に向け、施設の目的や機能を踏まえながら、公園や

広場、建築物の敷地などの緑化に努めるとともに、市民や団体、事

業者、市などが互いに連携・協力しながら、身近に緑と親しめる環

境づくりを進めます。 

  

施策４０４ みどり空間の創出 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市都市計画マスタープラン（平成 25 年３月） 

・桶川市緑のまちづくり基本計画（平成 25 年３月） 

  

4041 緑化活動の推進 

・緑化の推進や緑の保全に関する周知・啓発を図りながら、緑化ボ

ランティア団体への支援や市民が参加できる活動の機会を増やす

など、緑を身近に感じられる取り組みを推進します。 

緑化意識の醸

成 

4043 植樹帯等の維持管理 

・道路における植樹帯や街路樹は、交通需要や生育環境を踏まえた

植樹や維持管理を行います。 

・地域や団体、市などが相互に連携・協力し、植樹帯の維持管理な

ど、協働による取り組みを推進します。 

施設等の緑化 

4042 施設の緑化と維持管理 

・公園や広場などについて、施設の目的や機能に応じた緑化に努め、

適切な維持管理を行います。また、一定規模以上の開発行為につ

いては、公園の確保や緑化を指導します。 
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政策 環境にやさしくみどりと調和した 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 平成 27 年（2015 年）に国連で採択された「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」の達成に向け、様々な取り組みが世界中に広がり、陸上

や河川などにおける自然環境の保全や生物多様性に対する関心が

高まっています。 

 荒川の旧流路における湿地環境や生態系の保全・再生を図る荒川太

郎右衛門自然再生地において、行政や住民などからなる協議会が自

然再生事業に取り組んでいます。 

 本市では、平成 25 年（2013 年）３月に「桶川市緑のまちづくり基

本計画」を改訂し、市民緑地や保存樹林の指定など、計画的な緑の

保全と緑化の推進に取り組んでいます。 

 本市を流れる江川の沿川には、豊かな水辺環境が残されています。

また、その下流域では、サクラソウをはじめとした多くの湿地性植

物が自生しており、これらの環境保全に向け取り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 田園風景や雑木林、河川など自然資源の保全と活用を図りながら、

自然と触れ合える場や機会の提供など、自然と生活環境との調和を

図ります。 

  

施策４０５ 憩いの自然空間の保全と活用 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市緑のまちづくり基本計画（平成 25 年３月） 

  

4051 緑の保全と活用 

・市民緑地や保存樹林の指定など、既存の緑を保全するとともに、

自然と触れ合える環境づくりに努めます。 

 

4052 水辺環境の保全等 

・生活環境との調和を図りながら、元荒川や江川等の沿川に広がる

水辺環境の保全を図るとともに、荒川の旧流路における荒川太郎

右衛門自然再生事業への参加・協力を行います。 

4053 生態系の保全等 

・外来生物の駆除や希少動植物等の保存に取り組み、生態系の保全・

再生に努めます。 

身近な自然環

境の保全等 

生物多様性の

維持 
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 政策（産業・経済に関する分野） 
政策（産業・経済に関する分野） 

にぎわいと活力ある桶川 
 

農業、工業、商業、観光業など、多様な産業の連携や振興を図る

とともに、中心市街地の活性化、地の利をいかした企業誘致や施設

の立地誘導を図り、桶川で働き、住み続けたいと思えるまちづくり

を進めます。 

  政策の進捗を推し量る指標  
①市内で働きたいと思えるまちだと思う市民の割合 

②認定農業者数 

③農地の集積率 

④市内就業者数 

⑤製造品出荷額等 

⑥小売業事業所数 

⑦小売業年間商品販売額 

⑧駅周辺の中心市街地ににぎわいのあるまちだと思う市民の割合 

⑨魅力的な観光資源があるまちだと思う市民の割合 

政策の進捗を推し量る指標として、市民意識調査等によって得られる各政策分野に

対する市民の認識や満足度、その他、各種統計データを活用します。また、諸施策を

推進することによりこれらの指標の上昇（指標により減少）を目指します。 

   施策体系図 
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政策 にぎわいと活力ある 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 農畜産物をはじめとする食料は、⼈間の生命の維持に欠くことので

きないものであり、健康で充実した生活の基礎となるものです。不

確実性の高い国際環境の中で、食糧の安定供給、食糧安全保障の重

要性がこれまで以上に高まっています。 

 国は、令和２年（2020 年）３月に「食料・農業・農村基本計画」を

策定し、令和 12年度までにカロリーベース総合食料自給率を 45％、

生産額ベース総合食料自給率を 75％とする目標を定めています。 

 我が国の農業を取り巻く環境は、経営耕地面積が昭和 36 年（1961

年）の約 609 万 ha をピークに減少を続け、令和２年（2020 年）に

は約 437 万 ha となり、同年の基幹的農業従事者の平均年齢が 67.8

歳となるなど、厳しさを増しています。 

 国は、平成 26 年（2014 年）３月に農用地の利用の効率化及び高度

化の促進を図るため、「農地中間管理事業の推進に関する法律」を

施行しました。県はこれに基づき埼玉県農地中間管理機構を設立し、

農地の貸し借りの円滑化による農地利用の集積・集約化を進めると

ともに、農業生産法人の経営支援などに取り組んでいます。 

 本市では、経営耕地面積を確保するため、農地利用の集積・集約化

を進め、認定農業者などの担い手の育成・確保に努めています。ま

た、令和６年度（2024 年度）に予定している道の駅「（仮称）おけ

がわ」の開業に向け、市内農畜産物の消費拡大や商工業者との連携

などを進めています。 

 

＜施策の方針＞ 

 広域交通網の優位性をいかし、安定的な経営を行える都市近郊農業

の環境づくりを進めます。 

 市民が農業に親しむ機会を創出し、市内農畜産物の消費拡大や商工

業者との連携など、農業の振興を図ります。  

施策５０１ 農業の振興 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市農業振興地域整備計画（昭和 62 年） 

  〈農家数と経営耕地面積の推移〉 

 

（出典：2020 年農林業センサス） 

5012 農地の保全 

・営農支援などを通じた農地の活用や、荒廃農地の発生防止、農地

の再生など、農地の適正な保全と管理に取り組みます。 

営農環境の整

備 

農業への理解

と普及 

5014 農・商・工連携による産業振興 

・農業の六次産業化や多様な事業者との連携によるブランド化を目

指し、次世代に向けた農業の振興を図ります。 

・道の駅「（仮称）おけがわ」の整備を推進し、市内農畜産物の販売

や情報発信、多様な交流などを通じ、地域と産業の振興を図りま

す。 

多様な産業と

の連携 

5011 営農支援の充実 

・販売ルートの開拓やデジタル技術を活用した生産性の向上、環境

保全型農業に向けた取り組みなど、社会環境の変化や消費者ニー

ズに応じた営農の支援に取り組みます。 

・持続可能な農業経営に向け、後継者や新規就農者に対する支援、

関係機関等と連携した農地の集積・集約化など、必要な支援に取

り組みます。 

5013 農業を身近に感じられる機会の充実 

・農業を学ぶ機会や関連イベントの開催、市民農園、市内農畜産物

の販売、学校給食による食育などを通じ、農業に対する市民の理

解を深め、農業と生活の身近な環境づくりを進めます。 
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政策 にぎわいと活力ある 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 近年、中小企業経営者の高齢化と労働人口の減少を背景として、後

継者不在による事業承継が社会問題となっています。その一方、Ａ

ＩやＩｏＴを駆使した技術革新により、特に、ものづくりの現場で

はオートメーション化が進展しており、生産活動の省力化、効率化

が進んでいます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤では、サプライチェーンの脆

弱性が顕在化しました。これに対し、国は、海外の生産拠点の国内

回帰を促し、製品や原材料などの円滑な供給を確保するサプライチ

ェーンの強靭化に取り組んでいます。 

 県では、高度なものづくり技術を持つ企業の集積と優れた交通アク

セスという地域特性を活用し、幅広い業種の成長産業の集積を図り、

地域の「稼ぐ力」を強化することとしています。 

 本市は、桶川東部工業団地をはじめ市域に様々な企業が立地してい

ますが、本市における事業所数は、近年減少傾向が続いています。 

 市内では、圏央道や上尾道路が供用開始され、交通の利便性が飛躍

的に向上しており、地の利をいかした土地利用として企業誘致に取

り組んでいます。 

 

＜施策の方針＞ 

 事業活動の発展や維持、安定的に成長できる環境づくりを進めます。 

 広域交通網の優位性をいかし、企業誘致による産業基盤づくりに取

組み、地域産業の振興を図ります。  

施策５０２ 工業の振興 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市商工振興計画（平成 24 年４月） 

・導入促進基本計画（平成 30 年８月） 

・創業支援等事業計画（令和２年 12 月） 

 

  〈事業所数と製造品出荷額等の推移〉 

 
（出典：「工業統計調査」（平成 24、26、30 年、令和 2 年）、「経済センサス」（平成 28年）） 

5022 企業誘致の推進 

・桶川北本ＩＣ、桶川加納ＩＣの周辺地域の複合開発エリアでは、

周辺環境との調和や地域との合意形成の進捗などを踏まえ、物流

業や製造業など、産業施設の立地誘導を推進します。 

・上尾道路の沿道軸では、周辺の田園環境や生活環境、景観などに

配慮した適切な誘導と規制のもと物流施設の立地など沿道環境の

形成を図ります。 

持続的な経営

に向けた支援 

産業基盤づく

り 

5021 経営と事業活動への支援 

・企業からの相談体制の充実などにより、経営能力の向上や企業体

質の強化を図ります。また、中小企業者の経営の安定化を図るた

めの支援を行います。 

・急速な技術革新や高度情報化など経営環境の変化に対応できるよ

う関係機関と連携・協力し、企業の競争力を高めるための支援を

行います。 
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政策 にぎわいと活力ある 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 国は、中心市街地の活性化に向け関連諸法令の改正を重ねるととも

に、人口減少と少子高齢化の進展に伴う都市構造の変化を見据えた

コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを推奨しています。 

 商業者を取り巻く環境は、人口減少に伴う市場の縮小や労働力の不

足、経営者の高齢化や後継者不足による事業承継の問題に加え、昨

今の新型コロナウイルス感染症による消費志向の変化や物価高騰

による原材料費の高騰など、厳しい局面が続いています。 

 コロナ禍をきっかけとして、社会のニーズや生活スタイルが大きく

変化しており、ネットショッピングや宅配サービスなど非接触型の

サービスが広がるなど、新たな技術を活用したサービスが普及しつ

つあります。 

 本市では、桶川駅周辺において、都市基盤整備とあわせ商業・業務

サービス機能の集積を誘導し、魅力ある中心市街地の形成に取り組

んでいます。 

 本市の小売業は、事業所、小売業年間商品販売額ともに横ばい傾向

にあります。 

 

＜施策の方針＞ 

 安定した事業活動に向け、関係機関と連携を図りながら必要な支援

を行うとともに、新たなビジネスの育成を行い便利で活気のある商

業環境づくりを進めます。 

 桶川駅周辺において商業・業務サービス機能の集積を誘導し、本市

の顔となる魅力的な中心市街地の形成を目指します。  

施策５０３ 商業の振興 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市商工振興計画（平成 24 年４月） 

・創業支援等事業計画（令和２年 12 月） 

 

  〈事業所数と年間小売販売額等の推移〉 

 
（出典：「商業統計」（平成 16、19、26 年）、「経済センサス」（平成 24、28 年）） 

5032 魅力ある商業地の形成 

・都市拠点となる桶川駅東口では都市基盤整備を進め、商業・業務

サービス機能の集積を誘導し、回遊性と魅力ある商業環境の形成

を図ります。一方、桶川駅西口では、大型商業施設が立地してお

り、駅東西の特色をいかした一体的な商業環境づくりを進めます。 

・日出谷地区の地域生活拠点では、大型商業施設や沿道型サービス

を中心とした商業環境の形成を図ります。 

持続的な経営

に向けた支援 

商業環境の充

実 

5031 事業者への支援 

・意欲ある事業者や中小企業の経営の安定化を図るため、相談体制

や経営改善に向けた支援の充実を図るとともに、各種商業関連団

体との連携や活動の支援に取り組みます。 

・地域課題の解決や身近な生活サービスの提供など、新たな事業を

起こす小規模な事業者の活動を支援し、育成を図ります。 
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政策 にぎわいと活力ある 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会環境の変化を受

け、観光業や飲食業などは、営業自粛や来客の激減により、大変厳

しい経営環境にあります。 

 身近な地域資源を見つめ直し観光する「マイクロツーリズム」が注

目されており、有名な観光地の訪問のみならず、身近な地域での体

験・交流型の観光が広がりを見せています。 

 本市では、中山道沿道、べに花ふるさと館、桶川飛行学校平和祈念

館、そして、令和６年度（2024 年度）の開業を予定している道の駅

「（仮称）おけがわ」を観光まちづくり拠点としています。 

 桶川祇園祭のほか、べに花まつりや市民まつりなど、観光振興につ

ながる様々なイベントが開催されています。 

 江戸末期、桶川臙脂の名で全国に知られたべに花をモチーフにした、

マスコットキャラクター「オケちゃん」により本市の魅力を情報発

信しています。 

 

＜施策の方針＞ 

 観光まちづくり拠点を中心に農・商・工との連携を図りながら、新

たな観光資源の発掘や各種イベントによる交流人口の創出など、多

くの人が訪れるにぎわいづくりを進めます。 

  

施策５０４ 観光の振興 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連諸計画＞ 

・桶川市商工振興計画（平成 24 年４月） 

  

5042 観光推進体制の充実 

・桶川市観光協会と連携し、観光の推進を図るとともに、ガイドボラ

ンティアなど観光を支える人材の育成を図ります。 

・観光における誘客人口の増加を図るため、マスコットキャラクター

「オケちゃん」やホームページ、ＳＮＳなどによる情報発信、パン

フレットの作成、フィルムコミッション事業による本市のＰＲな

ど、多様な媒体を活用した情報発信を行います。 

魅力ある観光

づくり 

5041 地域資源の活用 

・中山道沿道、べに花ふるさと館、桶川飛行学校平和祈念館を中心

に、地域に伝承されている芸能・文化などの地域資源の保存・活用

や関連イベントの開催などを通じ、魅力ある観光まちづくりの推

進を図ります。 

・特産品の推奨や販路の拡大、地域の特性をいかした新たな観光資源

の発掘などに取り組むとともに、道の駅「（仮称）おけがわ」の整

備を推進し、地域振興を通じた観光まちづくりの推進を図ります。 
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政策 にぎわいと活力ある 桶川 

 

 

＜施策の現状＞ 

 人口減少、少子高齢化の進展に伴い働き手となる生産年齢人口が減

少する中、個人の意思や能力、事情などに応じ、多様で柔軟な働き

方を選択できる社会の形成が求められています。 

 国は、平成 29 年（2017 年）３月に「働き方改革実行計画」を策定

し、年率３％程度を目途として最低賃金を引き上げていき、全国加

重平均が時給 1,000 円になることを目指しています。 

 平成 30 年（2018 年）に働き方改革関連法が成立し、多様な働き方

を選択できる労働環境づくりとして、勤務間インターバル制度の努

力義務化や５日間の計画的な有給休暇取得の義務化、残業時間の罰

則付き上限規制などが導入されました。 

 働き方改革が社会に浸透し、大企業・中小企業の区別なく、非正規

雇用の正規雇用化や出産・育児関連の休暇・勤務規定の見直しなど、

就労環境や慣行が見直される動きが広がっています。 

 日本の完全失業率は、中長期的には改善傾向にありますが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた業種では、厳しい就

労環境が続いています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、生活スタイルや働

き方が変化し、テレワークやワーケーションなど多様な働き方が社

会に浸透しつつあります。 

 

＜施策の方針＞ 

 就労に関する情報提供や相談体制の充実を図り、雇用機会の確保や

勤労者福祉の充実に努め、誰もが健康で安心して働くことができる

環境づくりを進めます。 

  

施策５０５ 就労支援と勤労者福祉の充実 
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＜施策の展開＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〈最低賃金の推移（埼玉県）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省埼玉労働局資料） 

5052 勤労者福祉の充実 

・勤労者への貸付制度や余暇活動の場となる勤労者福祉施設の活用

の促進を図ります。 

就労環境の向

上 

5051 雇用機会の充実 

・労働関係機関と連携しながら、職業能力の向上のための支援や相

談体制の充実を図り、誰もが安心して働き続けることができる安

定した就労環境づくりを進めます。 

・高齢者や障害者の就労機会を増やすための研修会の開催や各種雇

用制度について周知を図ります。 

・ワーク・ライフ・バランスの推進や就労環境の改善などに向け、

企業への周知・啓発を図ります。 

・桶川北本ＩＣ、桶川加納ＩＣの周辺地域における複合開発エリア

において産業基盤づくりを進め、企業の立地を促進し、雇用機会

の創出を図ります。 
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